




北本市空き地環境保全に関する条例（抜粋）
（目的）
第１条 この条例は、空き地に雑草等が繁茂し、放置され、管理不善の状態にあるため、火災又は犯罪の
発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらの空き地の
環境を保全し、もって住民の快適な生活環境の向上に寄与することを目的とする。

（定義）
第２条 この条例で定める「空き地」とは、現に人が使用していない土地をいい、「管理不善の状態」とは、
雑草等が繁茂し、塵芥じんかいの投棄等によりそのまま放置しておくときは、火災又は犯罪の発生並び
に近隣の生活環境を損なう原因となるような状態をいう。

（所有者等の義務）
第３条 空き地の所有者又は管理者（以下「所有者」という。）は、当該空き地が管理不善の状態にならな
いように維持管理しなければならない。

（市長の指導、助言及び勧告）
第４条 市長は、空き地が管理不善の状態にあるとき、又は管理不善の状態になるおそれがあるときは、当
該所有者に対しそれらの土地の雑草等の措置について必要な指導、助言をすることができる。

２ 前項の指導、助言を行ったにもかかわらず、なお、管理不善の状態にあるときは、当該空き地の所有者
に対し、環境保全について必要な措置を勧告するものとする。

（除草等の命令）
第５条 市長は、前条に定める勧告を行い、なお、履行しない者があるときは、その者に対し、雑草等の除去、
その他必要な措置を命令することができる。



（出典）法務省
民法の改正（所有者不明土地等関係）の
主な改正項目について



不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための措置を求める決議

1. いわゆるごみ屋敷等の不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るた
めの条例を制定すること。条例の制定にあっては、福祉的観点から生活上
の諸課題の解決を図ることを基本的な方針とするとともに、支援の方法、
措置の手続き、審議会の設置、費用負担、罰則等について規定すること。

2. 不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るために必要な人員の確保、
組織体制の整備、予算の措置、研修の実施、市民への周知啓発等を行う
こと。

3. 居住者への支援やごみの片付け等を実施するに当たっては、行政、支援機
関及び地域住民が協力・連携して取り組むことを基本とすること。

以上、決議する。
令和５年３月１７日



（出典）
北本市子どもの権利に関する
市民意識調査報告書
令和５年３月



市名 割合

蕨市 １０．２９％

川口市 ６．５４％

上尾市 １．９４％

鴻巣市 １．７０％

桶川市 １．４０％

北本市 １．１９％

主な市の
外国人割合

（R5.1.1現在）

人口 外国人 割合

令和3年3月末 2,896 33 1.14% 本宿４ 24 北本４ 23 二ツ家１ 23 北本３ 21 東間４ 20

令和4年3月末 2,907 74 2.55% 北本４ 24 二ツ家１ 21 東間４ 18 北本３ 18 西高尾８ 17

令和5年3月末 2,849 81 2.84% 東間１ 24 北本４ 24 二ツ家１ 24 西高尾８ 23 宮内１ 22

外国人の人数が多い大字年月
栄（ＵＲ北本団地）

（各年３月３１日現在）



（出典）国土交通省
所有者不明土地の管
理の適正化のための
措置に関するガイドラ
インについて



代執行
１３８／３３７
適用実績５

（出典）
管理不全土地対策に関す
る調査について（空き地条
例関係等）

国土交通省
不動産・建設経済局土地政
策課



「空き地の草刈りをしたいけど面積が大きくて手が回らない」「遠方に住
んでいるためなかなか現地に行けない」など、所有地の管理にお困りで
はありませんか。
北本市には、自分で空き地の雑草を刈ることができない人のために、
土地所有者に代わって草刈りをする「雑草等除去委託制度（有料）」があ
ります。
ご自身で空き地の管理ができない場合でも、地域の方と良好な関係を
築くことで、問題にならないこともあります（空き地を花壇や畑、駐車場な
どで利用してもらうことで、草刈りをやってもらえるなど）。どうぞ、ご利用く
ださい。

（出典）北本市ホームページ
https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeizai/kankyou/gyomu/g16/1532569235052.html
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